
１　職員の任免および職員数に関する状況

（１）　令和6年度採用者数（人）

競争試験に

よる採用

選考による

採用
計 令和5年度

22 2 24 14

1 0 1 0

0 0 0 2

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 0 1 2

0 0 0 3

3 0 3 3

0 0 0 2

1 0 1 2

1 0 1 2

1 0 1 0

0 2 2 4

30 4 34 34

※　選考による採用とは、国等との人事交流等によるものです。

（２）　令和6年度実施の職員採用競争試験の状況

受験者数 合格者数

(人) (人)

45 8 5.6 8.6

9 1 9.0 -

12 1 12.0 4.0

1 0 - 5.0

2 0 - -

0 - - -

0 - - -

15 4 3.8 3.2

2 0 - -

26 4 6.5 -

1 1 1.0 -

2 0 - -

24 2 12.0 -

19 5 3.8 -

1 1 1.0 -

3 2 1.5 -

3 2 1.5 -

165 31 - -

※　試験区分は、年度により異なります。
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R7.1月試験

任期付保育士

管理栄養士

合　計

保健師

行政（社会人経験者）
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酒田市人事行政の運営等の状況の公表について

合　　計

保育士

行政B専願（大学卒業程度）

区　分

令和7年12月1日

酒　田　市　長

福祉（大学卒業程度）

行政A（大学卒業程度）

　　矢　口　明　子

　令和6年度における本市の人事行政の運営等の状況について、「酒田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づ

き、次のとおり公表します。

  本公表は、酒田市人事行政の透明性を高め、その公正性の一層の確保を図るため、本市における職員の任用や給与、勤務条

件、厚生福利などを市民の皆様に公表するものです。

定期航路船員（機関士）

電気（社会人経験者）

6月試験

技能労務職（除雪技術者）

区  分

行　政

土  木

電　気

任期付行政



（３）　令和6年度職種別事由別退職者数（人）

普通退職 分限免職 任期満了 懲戒免職 失職 死亡退職

行　　政 8 1 13 1 23 19

土　　木 2 2 4 2

　 建　　築 1 1 0

保 健 師 0 0

管理栄養士 0 0

福祉 0 0

保 育 士 2 2 4 3

医　　師 0 0

医療技術職 0 0

薬 剤 師 0 0

看 護 師 1 1 0

指導主事 1 1 2

船　　員 2 2 0

技能労務職 5 1 1 7 1

合　　計 17 1 23 0 1 0 0 1 43 27

（４）　暫定再任用者数の状況

フルタイム 短時間 小計 フルタイム 短時間 小計

行　　政 24 5 29 26 2 28

税　　務 3 3 3 3

海　　事 1 1 2 1 3

医　　療 1 1 2 1 1 2

福　　祉 2 3 5 2 2

消　　防 0 0

企　　業 2 2 0

技能労務職 14 14 16 16

合　　計 47 9 56 50 4 54

※　再任用とは、定年退職者などを１年ごとの任期を区切り再び採用するものです。

※　再任用のフルタイムとは、一般の職員と同様に１週当たり38時間45分勤務することで、短時間勤務は、週15時間30分から31時間

　　までの範囲内の時間での勤務となります。

（５）　部門別職員数

令和7年度 令和6年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度
令和7年度と

の前年度比較

議    会 8 8 8 8 9 0

総    務 211 211 220 223 228 0

税    務 51 52 54 55 54 -1

労　　働 3 3 3 3 3 0

農林水産 49 49 54 54 55 0

商    工 38 37 32 30 30 1

土    木 73 71 70 72 71 2

民    生 169 170 164 165 168 -1

衛    生 47 47 51 55 53 0

小    計 649 648 656 665 671 1
特別行政部門 教    育 98 109 114 116 123 -11

病    院 1 1 1 2 3 0

水    道 34 34 30 28 27 0

下 水 道 13 14 19 20 22 -1

交    通 12 13 12 11 11 -1

そ の 他 37 39 40 40 40 -2

小    計 97 101 102 101 103 -4

844 858 872 882 897 -14

※　職員数は、地方公務員定員管理調査に基づくもので各年度４月１日現在の人数です。 

※　再任用のフルタイム職員も含みます。

令和6年度令和7年度

組織体制の変更等

公営企業等会

計部門

業務調整等

職　種

計定年退職 勧奨退職職　種

業務調整等

令和5年度

組織体制の変更

その他

合　　計

職  員  数  の　推  移（人）

増減理由

※　職員数は、地方公務員の再任用実施状況等調査及び地方公務員の退職状況等調査に基づくもので各年度４月１日現在の人数です。

一般行政部門

給食センター廃止、業務調整等

船員の退職

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

組織体制の変更等

組織体制の変更等



（６）　職種別職員数（人）

562 559 3

57 60 -3

70 72 -2

1 1 0

3 4 -1

33 33 0

10 10 0

11 11 0

7 9 -2

47 49 -2

43 50 -7

844 858 -14

※　企業とは、地方公営企業職員（上下水道部職員）のことです。

※　再任用のフルタイム職員も含みます。

2　職員の人事評価の状況

（１）　人事評価制度の目的

（２）　人事評価の対象

（３）　評価方法

　

（４）　評価結果の活用

　

指導主事

職　種 令和7年度
令和7年度との

前年度比較

行　　政

　地方公務員法では「職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握」することを人事評価の要素として

規定しています。そのため、能力評価及び業績評価を行い、それらを組み合わせたものを総合評価として評価しています。

　任用の基礎、昇給及び勤勉手当の勤務成績の判定の参考に活用します。ただし、評価結果のみをもって勤務成績とするものでは

なく、人事ヒアリングや勤怠状況などの情報を合わせて総合的に勤務成績を判定していくものです。

　原則として、本市が主たる給与支給者として給料を支給している職員（再任用職員、任期付職員及び再任用短時間職員、そ

の他一般職の非常勤職員を含む。）

　職員数適正化の一方で業務の多様化及び高度化が進む現状において、行政サービスを充実させ魅力あるまちづくりを展開してい

くためには、職員の仕事の出来を高めながら組織のパフォーマンスを高めていく必要があり、酒田市総合計画にも掲げられているところ

です。

　本市では、これらの課題解決の一方策として人材育成が重要であると考えています。そこで、人事評価の実施過程においてなされ

るコミュニケーションが持つ効用の可能性に注目し、人事評価制度を酒田市人材育成基本方針の下に位置づけ、人材育成に主眼

をおいて実施しています。

※　職員数は、地方公務員定員管理調査に基づくもので各年度４月１日現在の人数を職種別に分類し直したものです。

合　　計

技能労務職

技術（土木・建築等）

船　　員

企　　業

保 育 士

保 健 師

医療技術

令和6年度

栄 養 士

看 護 師



3　職員の給与の状況

（１）　人件費の状況　（令和6年度普通会計決算）

                                                                                    

※　人件費には、一般職と特別職の給与、報酬のほか、共済費、退職手当等を含みます。

（２）　職員給与費の状況　（令和7年度普通会計予算）

                                                                                    

※　令和7年度当初予算に計上された一般職（会計年度任用職員を除く）の額です。

※　職員手当には退職手当を含みません。

（３）　職員の平均給料月額および平均年齢の状況　(令和7年4月1日現在)

                                                                                    

（４）　職員の初任給の状況　(令和7年4月1日現在)

                                                                                    

（５）　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況　(令和7年4月1日現在)

                                                                                    

円 円 円

円 円 円

※　経験年数は､ 卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合は、採用後の年数となります。

（６） 一般行政職の級別職員数の状況　(令和7年4月1日現在)

                                                                                    

※　級区分は、酒田市一般職の職員の給与に関する条例の区分によるものです。

※　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。

1002.212.9

 ％  ％

 ％

13.2

※　一般行政職とは、医療職、教育職等の他の給料表の適用者等を除いたもので、各数値については令和7年地方公務員給与実態調査区分に基

づくものです。

令和6年4月1日

20.6

 ％  ％ ％  ％

15.7

 ％

18.7

14.2

2.37.8構 成 比 100

15.1

 ％  ％

13.6

27.4

28.7

 人

 ％

112

人

7.7

77

 ％

70

 ％

222,900円

主査

係長

149

 人  人

42

 ％

 人

課長補佐

主査

人

区分

給   料 職員手当

※　一般行政職とは、医療職、教育職等の他の給料表の適用者等を除いたもので、各数値については令和5年地方公務員給与実態調査区分に基

づくものです。

 職 員 数

区分

退職手当

※　平均給与月額は、給料月額に扶養手当、管理職手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、単身赴任手当、特地勤務手当、寒冷地手

当の諸手当を加えて算出しています。

部長

調整監

 人

12

 人

544

 職 員 数

（Ａ）

５級

計

区分

標準的な

職務内容

３級

係長

主任

２級

主事

技師

４級 ６級

課長

主幹

一般行政職
288,327 308,650大学卒

高校卒

主事

技師

１級

319,100

７級

187,800円

平均給与月額

42.8 歳 一般行政職

 経験年数10年  経験年数15年  経験年数20年

一般行政職

平均年齢

大学卒

高校卒

 技能労務職

区分

55.1 歳

     千円

      千円

      千円

12.0

      千円

      千円

7,254,131

計（Ｂ）

      千円

期末･勤勉手当

給    与    費

一人当たり

給与費(Ｂ／Ａ)

    千円

共済費

令和5年度

の人件費率

      ％

11.1

 住民基本台帳人口

(令和7年3月31日)

          人        千円

93,102 60,297,157

人件費率

(Ｂ／Ａ)

      ％

(Ａ)
実質収支

1,753,994

歳 出 額 人 件 費

(Ｂ)

計

  千円      人

764

 技能労務職
298,944円

261,950 278,333

      千円

6,121,6976,173

        千円

110,536

平均給料月額

327,833円

465,069

348,201円

313,823円

1,295,1443,009,060

高校卒

352,220

 初任給

4,716,0171,241,888

189,700円

 ％

82

 ％
 構 成 比



（７）　職員手当の状況

　(ア)　期末手当・勤勉手当の支給割合　（令和7年4月1日現在）

                                                                                    

 ※　（　）内は、再任用職員の支給割合です。

　(イ)　退職手当の状況　（令和7年4月1日現在)

                                                                                    

月分 月分

月分 月分

月分 月分

月分 月分

※　一人当たり平均支給額は､令和6年度に退職した一般職員に支給された平均額です。

　(ウ)　時間外勤務手当の状況　(普通会計決算)

                                                                                    

時間外勤務手当の１時間当たりの支給額算出方法　　

※　支給割合

①125/100 正規の勤務時間が割り振られた日における時間外勤務

②135/100 上記以外の勤務（週休日の勤務等）

③150/100 月60時間を超えて時間外勤務をした場合、その超えた部分の時間外勤務

①～③の勤務が午後10時から翌日午前5時までの間に行われる場合は、それぞれ25/100が加算されます。

区分

 勤続25年 33.27075

計区分 6月期

月分)

1.050

1.400(0.7000 月分)

月分1.050

1.250 2.50
期末手当

勤勉手当

月分)

月分2.300

月分 月分

47.709

47.709

(1.200 月分)

28.0395

2.40

4.60

月分)

月分

2.10

(0.5000 月分) (0.5000 1.000

月分)

月分)

1.250 月分

12月期

月分

千円

千円14,869

職員一人当たり支給年額支給総額

165,565

 最高限度額

退職時の特別昇給 なし

支

給

率

240,878

計

19.6695

月分)

39.7575

47.709

24.586875

322 千円

千円219 令和5年度

千円

 勤続35年

 令和6年度

定年前早期退職特例措置

　 (定年前10年以内で勤続25年以上の職員、

定年前の残年数1年につき2％割増)

2.300 月分

(1.200

 自己都合

 勤続20年

 勧奨･定年

(0.7000

月分

その他の加算措置

一人当たり平均支給額

区分

38時間45分 × 52週 － 7時間45分 × 19

（給料月額＋地域手当＋寒冷地手当）× 12 ×支給割合



　(エ)　その他の手当の状況(令和7年4月1日現在）

                                                                                    

借家・借間に居住する職員に支給

通勤距離が片道2km以上である職員に支給

扶養親族のある職員に支給

配偶者　月額3,000円、子一人につき月額11,500円、親及び

孫等一人につき月額6,500円

通勤手当

限度　月額28,000円

飛島地区に勤務する職員に支給

{(飛島地区に勤務することとなった日の給料＋扶養手当)の月

額×1/2＋現に受ける（給料＋扶養手当）の月額×1/2｝×

16/100

勤務１時間当たりの給与額×135/100×勤務時間数
休日勤務手当

特地勤務手当

管理職手当

管理または監督の地位にある職員に支給

職務の級および職の区分に応じて定額化された額を手当として支

給

住居手当

夜間勤務手当

宿日直勤務を行った職員に支給

通勤距離に応じた月額2,500円～37,200円を支給

代表的な職務区分率（行政職）

　部長、調整監　月額66,400円

・自動車等の交通用具使用者

　課長、主幹　　月額41,600円

医師のうち採用による欠員補充が困難と認められる職員に支給

採用の日からの期間に応じて、月額414,800円以内の額
初任給調整手当

  6箇月定期券等の価額により一括支給

  ただし、月額55,000円が支給限度額

・交通機関等の利用者

祝日法による休日等に勤務した職員に支給

配偶者宅との交通距離に応じ月額30,000円～100,000円

世帯等の区分に応じ月額8,200円～19,800円

単身赴任手当

地域区分に応じ、20/100を超えない範囲で率を定める

東京都特別区に在勤する職員　（給料＋管理職手当＋扶養

手当）の月額×20/100

宿日直手当 勤務1回につき　4,400円

勤務時間が5時間未満の場合は、2分の1の額

正規の勤務時間として深夜（午後10時～午前5時）に勤務し

た職員に支給

勤務1時間当たりの給与額×25/100×勤務時間数

民間の賃金水準等の高い地域に在勤する職員に支給

地域手当

異動に伴って転居し、やむを得ない事情により配偶者と別居して

単身で生活する職員に支給

管理または監督の地位にある職員が、臨時または緊急の必要等

により、平日夜間及び週休日等に勤務した場合に支給

部長 1回7,500円(3,800円)　　課長 1回4,000円（2,000

円）※(　)は平日夜間の額

毎年11月から翌年3月までの各月の初日において支給地域に在

勤する職員に支給（令和6年度は、山形市および寒河江市が

該当）

管理職員特別勤

務手当

寒冷地手当

扶養手当

内容および支給単価

扶養親族たる子のうち満16歳の年度初めから満22歳の年度末

までの子につき月額5,000円加算

手　当　名



　(オ)　特殊勤務手当の状況（令和7年4月1日現在）

％

千円

円

※　支給実績および職員一人当たりの平均支給年額は、普通会計決算によるものです。

（８）　特別職の報酬及び退職手当の状況（令和7年4月1日現在）

911,000円×在職月数×0.6

727,000円×在職月数×0.35

611,000円×在職月数×0.25

※　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝48月、教育長は３年＝36月）

　　勤めた場合における退職手当の見込額です。

期末手当支給割合

6月期 1.475月分

12月期 1.475月分

計 2.950月分

区分

議長

副議長

議員

支給時期

教 育 長

１期の退職手当額

26,236,800円 任期毎

12,213,600円 任期毎

5,499,000円 任期毎

算定方式区分

市　　長

副 市 長

医師業務

議　　長

円

日額　100円

左記職員に対する支給単価

市税・介護保険料・保育費用・市営住

宅家賃等の外勤徴収

支給実績  （令和6年度決算）

1.425月分

給料月額

911,000円市　　長

副 市 長 副 議 長

議　　員

535,000円

480,000円

450,000円
計 2.850月分

市長、副市長

教育長 12月期

議員報酬月額

教 育 長 611,000円

727,000円

区分

小動物　1回　180円

その他　日額　1,500円
家畜等屍体処理手当

千円

（令和6年度）

（令和5年度）

（令和5年度） 1,900

2,941

％7.0

手　当　名

日額　150円

日額　450円

健康福祉部等に勤務する現業職員、

外勤の医療担当職員および査察指導

員業務

納税課職員

整備課職員

地域福祉課職員

福祉企画課、高齢者支援課および

こども未来課職員

行旅病人および行旅死亡人取扱手当

用地交渉手当

主な支給対象職員

下水溝清掃業務

特殊自動車（ブルドーザ、グレーダおよ

び振動ローラー）運転業務

土木課職員

土木課職員

定期船乗船業務定期航路事業所船員

日額　350円危険作業手当

地上、地下10ｍ以上の足場の不安

定な危険な個所等における工事監督

および検査等業務

右記業務従事職員

6月期 1.425月分

行旅病人 1件 1,300円

行旅死亡人 1件 4,000円

日額　650円

税の滞納処分

納税課、高齢者支援課、保育こど

も園課、建築課、各総合支所職員
収納外勤手当

日額　270円

日額　300円清掃業務手当

特殊自動車業務手当

日額　300円

1食　450円食料手当

月額　475,000円以内医務手当

家畜等屍体の処理作業土木課職員

診療所医師

用地の取得およびこれらに伴う補償に

関し、現地における特に困難な交渉業

務

行旅病人または行旅死亡人の取扱作

業

防疫手当　

税務手当

福祉業務手当

区分 期末手当支給割合

収集業務手当 し尿またはごみ収集業務環境衛生課職員

（令和5年度）職員一人当たりの平均支給年額　（令和6年度決算）

主な支給対象業務

感染症の患者または疑いのある患者の

輸送等
感染症の防疫作業従事職員

１件　400円

3.9

2,261

3,027

区分

1313

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和6年度）

手当の種類（令和7年度）



4　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況（令和7年4月1日現在）

（１）　一般職員の勤務時間の状況

（２）　休暇の状況

不妊治療に係る通院等

親族に応じた日数（1日～10日）

1日以内の期間

必要と認められる期間

必要と認められる期間

必要と認められる期間

（有給）

組合休暇（無給）

特

別

休

暇

男性の育児参加時間

妊産婦法定検査

妊娠職員の母体・胎児保護のための休

息および補食

公民権行使

必要と認められる期間

2日以内

結婚

災害等による住居の滅失または損壊

（おそれ）

災害等による通勤困難

父母等の追悼

出産（産前）

妊娠職員の母体・胎児保護のための通

勤緩和

妻の出産

出産（産後）

生後1年に達しない子の育児時間

子の看護

短期の介護

忌引

夏季休暇

15日（おそれがある場合は3日）以内の期間

感染症による交通遮断等

妻の出産予定日の6週間前から出産後1年までの間で5日

以内

6月～10月の間の5日以内

病気休職・休暇からの復職後も通常勤

務が困難な場合

裁判員、証人等としての裁判所等

への出頭

骨髄移植ドナー登録・提供

生理

ボランティア

１年度につき5日（体外受精その他任命権者が定める不

妊治療の場合は10日）以内

1年につき5日（要介護者が2人以上の場合は10日）以

内

60日以内で必要と認める期間中1日につき必要と認められ

る時間

1年につき5日以内の期間

必要と認められる期間

必要と認められる期間

必要と認められる期間

出勤または退勤時につき1日を通じて1時間以内

7日以内

8週間以内で出産の日まで申し出た期間

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

1日2回それぞれ30分以内

1年度につき5日（9歳に達する日以後最初の3月31日ま

での間にある子を2人以上養育する場合は10日）以内

取得可能日数

1年につき20日（未取得日数分は20日を上限に、翌年度

に限り繰越可能）

必要と認められる期間

1年以内で必要と認められる期間

種　　　類

年次有給休暇

公務上または通勤時の負傷または疾病

結核性疾患
病

気

休

暇

180日以内で必要と認められる期間

90日以内で必要と認められる期間

任命権者が特に必要と認める疾病（生

活習慣病等）

上記以外の負傷または疾病

介護休暇（無給）

必要と認められる期間

必要と認められる期間

6月以内で必要と認められる期間

1日の勤務時間

7時間45分

休憩時間

12：00～13：00

1週間の正規の勤務時間

38時間45分

勤務開始時刻 勤務終了時刻

17:158:30

（有給）

必要と認められる期間

災害等による通勤途上の身体危険回

避



（３）　休業制度等の状況

　（ア）　育児休業制度等

　（イ）　修学部分休業制度（無給）

　2年以内

・対象となる教育施設

　学校教育法に規定する大学、高等専門学校、専修学校および各種学校等

　（ウ）　高齢者部分休業制度（無給）

・取得期間

　55歳に達した日以後の申請において示した日から定年退職日まで

　（エ）　自己啓発等休業制度（無給）

・取得期間

　大学等課程の履修は2年以内、国際貢献活動は3年以内

・対象となる教育施設

　学校教育法に規定する大学、専攻科および大学院や外国の大学等

・対象となる奉仕活動

　独立行政法人国際協力機構が行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動等

　（オ）　配偶者同行休業制度（無給）

・取得期間

　３年を超えない範囲内

（４）　休暇等の取得の状況

　（ア）　年次有給休暇（一人当たりの平均取得日数）

※　市長部局の非現業職員の平均取得日数です。

日13.3 日

令和6年 令和5年

　公務の運営に支障がなく、加齢による諸事情への対応、地域ボランティア活動への従事などの地域貢献等のた

めに承認により取得できる部分休業制度

　大学等に修学するため、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認め

られる場合に承認により取得できる部分休業制度

種　　　類

育児休業（無給）

部分休業（無給）

13.5

当該子が小学校就学の始期に達するまでの間、1日を通じて2時間以内

　職員が３年を超えない範囲内において、外国で勤務等をする配偶者と生活を共にするために休業することがで

きる制度

　在職期間が2年以上である職員が、大学等課程の履修または国際貢献活動のため、公務の運営に支障がな

く、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認められる場合に、勤務成績等を考慮された上で、承

認により取得できる部分休業制度

育児短時間勤務

（勤務時間に応じて給料支給）

当該子が小学校就学の始期に達するまでの間、1週間当たりの勤務時間

が19時間25分、19時間35分、23時間15分または24時間35分となる

時間帯の中から選択

当該子が3歳に達する日まで

取得可能日数



　（イ）　育児休業など（人）

5　職員の分限および懲戒の処分の状況（令和6年度発令分）

（１）　分限処分者数（人）

　　降任／現在の職位よりも下位の職位に下げる処分

　　免職／職員としての身分を失わせる処分（退職手当支給）

　　休職／一定期間職務に従事させない処分（一部給与支給）

（２）　懲戒処分者数（人）

　　戒告／職員の義務違反の責任を確認するとともに、矯正を求め将来を戒める処分

　　減給／一定期間、現在の給料の額から一定割合を減額する処分

　　停職／一定期間職務に従事させない処分（無給）

　　免職／職員としての身分を失わせる処分（退職手当不支給）

6　職員の服務の状況

（１）　職務専念義務の免除

・研修を受ける場合

（２）　営利企業等従事の許可

　（ア）　許可の基準

・職務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

・上記のほか、全体の奉仕者たる公務員として適当でないと認められる場合

　（イ）　主な許可状況

（令和6年度）

・要約筆記奉仕員

・検察審査会

降任 免職 休職

－ －

戒告

1

減給 停職 免職

20

14

12

－ － －

男性職員

部分休業

令和6年度

令和5年度

0

0

育児短時間勤務

0

1

1

1

8

8

・職員が勤務する機関または職員が占めている職と兼ねようとする地位または従事しようとする事業若しくは事

務との間に特別な利害関係があり、またその発生のおそれがある場合

7令和6年度

・厚生に関する計画の実施に参加する場合（山形県市町村職員共済組合事業）

合計
令和6年度

令和5年度 0

0

0

20 4

2

3

　次のいずれかに該当する場合を除き、かつ、地方公務員法の精神に反しないと認められる場合に限り許可する

ことができます。

　職員は、地方公務員法の規定により、任命権者の許可を受けなければ、営利企業の役員等への就任、自ら営

利企業を営むことおよび報酬を得て事業に従事することは禁止されています。

　職員には、地方公務員法の規定により、法律その他条例に特別な定めがある場合を除き、勤務時間中、職務

に専念する義務が課せられています。例外的に、職務専念義務が免除される場合には、次のような場合がありま

す。

女性職員

令和5年度

育児休業



７　職員の研修の状況

（１）　研修の状況（令和6年度）

69

25

0

5

16

1

８　職員の福祉および利益の保護の状況

（１）　職員の保健事業および福利厚生事業の概要

（ア）　保健事業の概要

特別研修

階層に関わらず職員として備えて

おきたい知識や技能を習得するも

のです

派遣研修

専門の研修機関や団体に派遣し

て、専門的な知識を習得するもの

です

●希望型（52歳以上の希望する職員から抽選による）

※互助会会員資格を継続して10年以上有する者に限る
互助会ＰＥＴ検診

事　業　名 事　業　概　要 実施主体

健康診断

●定期健康診断

　身体計測・血圧・尿一般・聴力・眼底・心電図・聴打診・問診・

　視力・血液一般・肝機能・脂質・腎機能・胸部Ｘ線

　C型肝炎等検診（35歳の者、36歳以上の未受診者で希望者）

●生活習慣病検診

　胃がん検診（40歳以上の職員、30歳以上40歳未満の希望者）

　大腸がん検診（40歳以上の職員）

　肺がん（喀痰）検診（40歳以上の希望者）

　前立腺がん検診（50歳以上の希望者）

　婦人科検診（乳がん検診・40歳以上の希望者）

　婦人科検診（子宮がん検診・20歳以上の希望者）

市

市

市

市

市

共済組合

共済組合

脳ドック ●希望型（46歳以上の希望する職員から抽選による）1日

※互助会会員資格を継続して10年以上有する者に限る

(注)共済組合は山形県市町村職員共済組合、互助会は一般社団法人山形県市町村職員互助会のことです。

    酒田市には市独自の職員互助組織はありません。

人間ドック
●希望型（41歳・51歳の希望する職員）1泊2日

※互助会会員資格を継続して10年以上有する者に限る
互助会

●優先型（45歳の希望する職員）1日

(令和6年度)

人事評価（補助評価者）研修 14

市町村職員中央研修所

自治大学校

合　　計 637

互助会

互助会

健康・メンタルヘルス

相談対策

●健康相談（産業医による相談）随時

●ストレスチェック

●健康ホットライン２４時（組合員とその家族）

●メンタルヘルス研修（課長等管理職、担当者向け）年2回

市

市

共済組合

互助会

庄内広域行政組合 84

東北公益文科大学大学院修学研修

研修体系 研修目的 研修内容・派遣機関 受講延人数

基本研修

（階層別研修）

勤務年数や職責に応じて必要な

知識を習得するものです

新規採用職員研修（第1～2期） 123

一般研修（初級・中級） 76

役付（主任～課長級）職員研修 119

1

プリセプター研修（OJT研修） 38

ダイバーシティ研修

メンタルヘルス研修

職場ストレス対策研修

人事評価（評価者）研修 15

早稲田大学地域経営部会

東北自治研修所

山形県市町村職員研修所

3

48



（イ）　給付事業の概要(主なもの)

●一部負担金補助金　●入院見舞金

（ウ）　貸付事業の概要(主なもの)

（２）　公務災害の発生状況

（３）　勤務条件に関する措置の要求の状況

　酒田市では、本事務を山形県人事委員会に委託しています。

出産貸付 上限42万円 － 共済組合

令和6年度中処理件数 令和6年度末

係属件数却下 判定

高額医療貸付 高額療養費相当額 －

0 0 0

共済組合

2 0

0

0

令和５年度 9 0 9 0

令和６年度 2 0

負傷 疾病 計

令和６年度 5 0 5

0

　地方公務員法の規定に基づき、職員から給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求があった場合

に、これを審査し、判定を行い、その結果、要求が適当なものと判定した場合には、権限を有する機関に必要な勧

告を行うものです。

令和5年度末

係属件数

令和6年度中

要求件数

災害家財貸付 給料月額の6倍で200万円まで 0.93%

災害再貸付

住宅貸付か災害住宅貸付を受けている場合で貸付額の2倍

を限度とし、最低保障額は組合員期間による

最高1,900万円

0.93%

特別貸付

(医療・入学・修学・

結婚・葬祭)

医療貸付‐給料月額の6倍で100万円まで

修学貸付‐180万円×修業年限

その他‐給料月額の6倍で200万円まで

1.26%

普通貸付

(物品等の購入)
給料月額の6倍で200万円まで 1.26%

災害住宅貸付 最高1,800万円(組合員期間に応じた限度額) 0.93%

住宅貸付 最高1,800万円(組合員期間に応じた限度額) 1.26%

在宅介護対応

住宅貸付
最高300万円 1.00%

その他 ●保養施設利用助成券 ●結婚祝金　●入学祝金

貸付の種類 貸付限度額 貸付利率

(令和7年4月1日現在)

職員の休業
●出産手当金　　　●介護休業手当金

●傷病手当金　　　●育児休業手当金

職員の災害
●災害見舞金

●弔慰金(災害による死亡時)

職員の傷病

1.医療機関に支払うもの

●法定給付の額

2.職員に支給するもの

●高額療養費　　　●移送費

●一部負担金払戻金

職員の出産 ●出産費

共 済 組 合 互　助　会

●災害見舞金

令和５年度 0 0 0 0

認定件数
不認定件数

公務災害

通勤災害

職員の死亡
●埋葬料

●遺族厚生年金(遺族に支給)
●弔慰金

職員の障害

共済組合

共済組合

共済組合

共済組合

共済組合

共済組合

共済組合

実施主体

●障害厚生年金

事　　項



（４）　不利益処分に関する不服申立ての状況

　酒田市では、本事務を山形県人事委員会に委託しています。

９　職員団体等の状況

（１）　職員団体等の組織状況

・酒田市職員労働組合

・酒田市水道労働組合

（２）　在籍専従の許可状況

令和５年度許可人数 2 名

　在籍専従とは、地方公務員法等に基づき、任命権者の許可を受けて、職員団体等の業務に専ら従事すること

ができる制度です。許可されている間は、いかなる給与も支給されません。

酒田市職員労働組合等

令和６年度許可人数 1 名

0 0 0 0 0

　職員が、その勤務条件の維持改善などを図ることを目的として、地方公務員法等に基づき、以下のとおり職員団

体等を組織しています。

令和5年度末

係属件数

令和6年度中

申立件数

令和6年度中処理件数 令和6年度末

係属件数却下 判定

　地方公務員法の規定に基づき、職員から懲戒その他その意に反する不利益な処分について不服申立てがあった

場合に、これを審査し、不服申立てに理由があると認めた場合は、処分の取消し、修正の裁決を行い、また、必要

がある場合には、処分者に対し職員がその処分によって受けた不当な取扱いを是正するための指示を行うもので

す。


